


別 紙 

法人タクシー事業の許可申請に対する審査基準について 

新 旧 

 
公      示 

 公示第１２号 

 

  法人タクシー事業の許可申請に対する審査基準について 

 

  

法人タクシー事業（一般乗用旅客自動車運送事業のうち、個人タクシー事

業でないもの）の許可申請について、道路運送法（昭和２６年法律第１８３

号。以下「法」という。）第６条の規定に係る審査基準を下記のとおり定め

たので公示する。 

 

    平成１４年７月１日 

 

               北陸信越運輸局長 武藤 秀一  

 

記 

１．営業区域（略） 

 

２．営業所（略） 

 

３．事業用自動車（略） 

 

４．最低車両数（略） 

 
公      示 

 公示第１２号 

 

  法人タクシー事業の許可申請に対する審査基準について 

 

  

法人タクシー事業（一般乗用旅客自動車運送事業のうち、個人タクシー事

業でないもの）の許可申請について、道路運送法（昭和２６年法律第１８３

号。以下「法」という。）第６条の規定に係る審査基準を下記のとおり定め

たので公示する。 

 

    平成１４年７月１日 

 

               北陸信越運輸局長 武藤 秀一  

 

記 

１．営業区域（略） 

 

２．営業所（略） 

 

３．事業用自動車（略） 

 

４．最低車両数（略） 



 

５．自動車車庫（略） 

 

６．休憩、仮眠又は睡眠のための施設 

  （１）～（２）（略） 

 （３）事業計画に照らし運転者及び旅客自動車運送事業運輸規則（昭和３

１年運輸省令第４４号。以下「運輸規則」という。）第１５条の２に

規定する特定自動運行保安員が常時使用することができるものである

こと。 

  （４）～ （５）（略） 

 

７．自動運行旅客運送を行う場合の取扱い 

  施行規則第６条第１項第８号に規定する自動運行旅客運送の用に供する

事業用自動車の自動運行装置に係る使用条件が記載された書類が添付され

ていること。 

 

８．特定自動運行旅客運送を行う場合の取扱い 

 （１）施行規則第６条第１項第９号に規定する特定自動運行旅客運送に係

る道路交通法第７５条の１２第２項に規定する申請書の写しその他の

同条第１項の許可の見込みに関する書類が添付されていること。 

 （２）特定自動運行保安員の選任数及びその考え方並びに配置場所が明示

され、かつ事業計画を遂行するにあたり輸送の安全の観点から適切な

ものであること。 

 （３）特定自動運行保安員が乗務しない場合にあっては、運輸規則第１５

条の２第２項第２号イに定める装置を当該特定自動運行旅客運送の用

に供する事業用自動車に備えられていること。 

 

 

５．自動車車庫（略） 

 

６．休憩、仮眠又は睡眠のための施設 

  （１）～（２）（略） 

 （３）事業計画に照らし運転者が常時使用することができるものであるこ

と。 

 

 

  （４）～ （５）（略） 

 

（新設） 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



９．管理運営体制 

 （１）法人にあっては、当該法人の役員のうち１名以上が専従するもので

あり、かつ、専従する役員のうち１名は、１２．（１）の法令試験に

合格した者であること。 

 （２）営業所ごとに運輸規則第４７条の９に規定する要件を満たす常勤の

運行管理者を確保する管理計画があること。この場合において、運輸

規則第２２条第１項に基づき局長が指定する地域において、法第２３

条の２第１項第２号の規定により運行管理者資格証の交付を受けた者

を運行管理者として選任する場合には、申請に係る営業区域において

５年以上の実務経験を有するものであり、これを職務経歴書等の提出

により確認できるものであること。 

 

  （３）～（１０）（略） 

 

１０．運転者等 

（１）事業計画を遂行するに足る員数の有資格の運転者を常時選任する計

画があること。また、特定自動運行旅客運送を行う場合にあっては、

事業計画を遂行するに足る員数の特定自動運行保安員を常時選任する

計画があること。これらの場合の計画は、適切な乗務割、労働時間、

給与体系を前提としたものであって、労働関係法令の規定に抵触する

ものでないこと。 

 （２）運転者及び特定自動運行保安員は、運輸規則第３６条第１項各号に

該当する者でないこと。 

 （３）定時制乗務員を選任する場合には、適切な就業規則を定め、適切な

乗務割による乗務日時の決定等が適切になされるものであること。 

 

 

７．管理運営体制 

 （１）法人にあっては、当該法人の役員のうち１名以上が専従するもので

あり、かつ、専従する役員のうち１名は、１０．（１）の法令試験に

合格した者であること。 

 （２）営業所ごとに旅客自動車運送事業運輸規則（昭和３１年運輸省令第

４４号。以下「運輸規則」という。）第４７条の９に規定する要件を

満たす常勤の運行管理者を確保する管理計画があること。この場合に

おいて、運輸規則第２２条第１項に基づき局長が指定する地域におい

て、法第２３条の２第１項第２号の規定により運行管理者資格証の交

付を受けた者を運行管理者として選任する場合には、申請に係る営業

区域において５年以上の実務経験を有するものであり、これを職務経

歴書等の提出により確認できるものであること。 

  （３）～ （１０）（略） 

 

８．運転者 

（１）事業計画を遂行するに足る員数の有資格の運転者を常時選任する計

画があること。この場合の計画は、適切な乗務割、労働時間、給与体

系を前提としたものであって、労働関係法令の規定に抵触するもので

ないこと。 

 （２）運転者は、運輸規則第３６条第１項各号に該当する者でないこと。 

 （３）定時制乗務員を選任する場合には、適切な就業規則を定め、適切な

乗務割による乗務日時の決定等が適切になされるものであること。 

 

 

 

 

 



 

１１．資金計画（略） 

 

１２．法令遵守（略） 

 

１３．損害賠償能力（略） 

 

１４．適用等（略） 

 

１５．申請時期等 

（１）申請は、随時受付けるものとする。ただし、特定地域及び準特定地

域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する

特別措置法第３条第１項の規定による特定地域（以下「特定地域」と

いう。）に指定されている地域を営業区域とする申請（１４．（１）

又は（３）により業務の範囲を限定する旨の条件を付して許可をする

こととなる申請を除く。）の受付は行わない。 

 （２）（略） 

 

１６．許可に付した条件の変更等 

（１）上記の許可に付した条件又は期限について、変更若しくは解除又は

期限の延長を行う場合には、上記１．～１５．の定めによるところに

より審査することとする。 

 （２）（略） 

 

１７．挙証等 

   申請内容について、客観的な挙証があり、かつ、合理的な陳述がなされ

るものであること。また、上記１．～１６．のほか、挙証等のために必要

 

９．資金計画（略） 

 

１０．法令遵守（略） 

 

１１．損害賠償能力（略） 

 

１２．適用等（略） 

 

１３．申請時期等 

（１）申請は、随時受付けるものとする。ただし、特定地域及び準特定地

域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する

特別措置法第３条第１項の規定による特定地域（以下「特定地域」と

いう。）に指定されている地域を営業区域とする申請（１２．（１）

又は（３）により業務の範囲を限定する旨の条件を付して許可をする

こととなる申請を除く。）の受付は行わない。 

 （２）（略） 

 

１４．許可に付した条件の変更等 

（１）上記の許可に付した条件又は期限について、変更若しくは解除又は

期限の延長を行う場合には、上記１．～１３．の定めによるところに

より審査することとする。 

 （２）（略） 

 

１５．挙証等 

   申請内容について、客観的な挙証があり、かつ、合理的な陳述がなされ

るものであること。また、上記１．～１４．のほか、挙証等のために必要



 

最小限の範囲で求める図面その他の資料の提出があること。 

 

附 則 （略） 

附 則（令和７年４月２４日付け公示第８号で一部改正） 

この公示は、令和７年４月２４日以降に受理する申請から適用する。 

 
（別 表）～（別添様式）（略） 

最小限の範囲で求める図面その他の資料の提出があること。 

 

附 則 （略） 

（新設） 

 

 
（別 表）～（別添様式）（略） 


